
利 用利 用利 用利 用 の ごの ごの ごの ご 案案案案 内内内内    
 

川西市川西市川西市川西市市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンター・・・・男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンター    ってってってってどどどどんなところんなところんなところんなところ？？？？    

社会貢献を行う市民活動グループや男女共同参画社会の実現に向けた活動を支援するための

公共の施設です。 

会議や資料づくり、交流やＰＲ、仲間づくりなど、活動の促進のために利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 
男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法男女共同参画社会基本法のののの基本理念基本理念基本理念基本理念にににに沿沿沿沿ってってってって、、、、男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会のののの    

実現実現実現実現をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための施設施設施設施設    

環境環境環境環境、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、まちづくりなどまちづくりなどまちづくりなどまちづくりなど営利営利営利営利をををを目的目的目的目的にしないにしないにしないにしない市民活動市民活動市民活動市民活動をををを促進促進促進促進するするするする    

ためのためのためのための施設施設施設施設    

情報・図書コーナー 

図書・ビデオ・パソコンを設置 

＊パ ソ コ ン 

使用は平日９時～１７時１５分（休館日を除く） 

1 時間まで（他の使用希望がなければ継続使用可能） 

＊図書・ビデオ 

図書カード作成後、２週間２冊まで 

コーナー内でビデオ視聴も可能 

湯沸しコーナー 

茶器類あり 
（流し、電熱器、ポット、湯のみ、コーヒー茶碗等） 

茶葉、コーヒー、ふきん等はご持参ください 

会議室 

（会議室Ａ 椅子・机使用で３０席） 

（会議室Ｂ    〃     １９席） 

１室として使用する場合、椅子のみ

で８０席使用可 
プレイルーム 

子育て相談もしています 

ワーキングルーム 

ワーキングルームＡ・Ｂ 

各１５席 

＜２ 階＞ 相談室    専門相談員等が女性のかかえる様々な悩みを解決するためのお手伝いをします    

フリースペース 

少人数の打ち合わせなどに自由に使用可（１６席） 

 

プリントコーナー 

印刷機・コピー機・裁断機・紙折り機・公衆電話 

「男女共同参画社会」とは、女性と男性が社会のあらゆる分野にともに参画し、

いきいきと暮らすことができる社会をいう 

「市民活動」とは、市民が自主的かつ相互に協働して、不特定多数の市民の 

利益を主たる目的として行う非営利の社会貢献活動をいう 

男女共同参男女共同参男女共同参男女共同参画画画画    

センターセンターセンターセンター    

市 民 活 動市 民 活 動市 民 活 動市 民 活 動     

センターセンターセンターセンター 



市民活動市民活動市民活動市民活動センターセンターセンターセンター・・・・男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画センターセンターセンターセンター利用利用利用利用のののの流流流流れれれれ    

    

    

    

    

 

 

    

会議室会議室会議室会議室のののの使用料金使用料金使用料金使用料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

そのそのそのその他他他他のののの使用料金使用料金使用料金使用料金 

 

 

 

パ ソ コパ ソ コパ ソ コパ ソ コ ンンンン    

使 用 料 ······ １時間  １００円 

プリントアウト ······ 白 黒１枚 １０円 

 カラー１枚 ５０円 

印印印印    刷刷刷刷    機機機機（用紙は持参してください。）    

原 紙 代 ··············１枚  ５０円 

イ ン ク 代 ··············１枚 ０.５円 

電電電電    話話話話 ··················· 実 費 

コ ピコ ピコ ピコ ピ ーーーー    

白 黒 1 枚·············１０円 

カラー１枚·············５０円 

利用不可利用不可利用不可利用不可    

会議室の使用料が

一般料金で使用可 
会議室の使用料が

低額で使用可 

利用登録利用登録利用登録利用登録グループグループグループグループ    

センターの設置目的

に合った活動を行う

グループ 

・文化教室、学習塾など 

・宗教、政治、営利を目的とする活動 

・公序良俗に反する活動 

・楽器演奏、カラオケなど音が他の 

グループ等に影響及ぼす活動 

・社交ダンス、スポーツなど施設に損傷

を与えるおそれのある活動 

活動が趣味・教養のための 

もので利用登録できない 

５人以上のグループ 

平日平日平日平日のののの９９９９時時時時からからからから１７１７１７１７時時時時１５１５１５１５分分分分のののの間間間間にににに申請申請申請申請してくださいしてくださいしてくださいしてください。（。（。（。（休館日休館日休館日休館日をををを除除除除くくくく））））    

使用料（１区分当たり） 

室  名 定  員 
登録グループなどがセンタ

ーの設置目的にあった活動

を行うために使用する場合 

その他の場合 

会 議 室 Ａ ３０人 ２８０円 ４２０円 

会 議 室 Ｂ １９人 １７０円 ２６０円 

ワーキングルームＡ １５人 １３０円 １９０円 

ワーキングルームＢ １５人 １００円 １５０円 

プ レ イ ル ー ム ２０人 ２２０円 ３３０円 

◆ １区分は、毎正時から５０分の使用時間です。 
連続使用の場合は、２区分では１時間５０分、３区分では２時間５０分の
使用とします。 
９時から２２時までを区分ごとに自由に設定できます。 

 
◆ 会議室Ａ・Ｂ、ワーキングルームＡ・Ｂは、ともに１室として使用可能です。 

その場合は、Ａ・Ｂ両方の使用料が必要です。 
 
◆ 使用内容によっては使用料が減免になる場合がありますので、窓口までお申し出 

ください。 

キャンセルが生じても料金の返金は行いません。 

ただし、相当の理由があって、１箇月前までに申し出た場合は、使用料の全額

を、使用日の７日前までに申し出た場合は、使用料の５割相当額を銀行振り込

みでお返しします。 

なお、この使用日前１箇月又は７日が市の休日の時は、前日が期限となります。 

必ず、使用許可申請書を添えて使用取消届の提出をお願いします。 



利用利用利用利用のきまりのきまりのきまりのきまり 

� 使用前には必ず使用許可書を提示し、確認を受けてください。また、使用後は事務室まで終了の旨を

お伝えください。 

� 会場準備・後片付け・清掃・消灯などは使用許可時間内にお願いします。 

� 音の出る活動については、会議室Ａ及びＢを一室として使用してください。 

＜マイク、ＣＤデッキの使用も含む＞ 

� 各部屋の定員は守ってください。 

� 公共施設を有効に利用するため、部屋の状況把握に職員が立入る場合があります。 

� 設備・備品を使用される場合は、必ず使用許可申請時に申し出てください。 

� 設備・備品を初めて使用される場合は、必ず職員から使用に関する説明を受けてください。 

＜使用説明は平日の 9 時～17 時 15 分（休館日を除く）＞ 

� 当センターは、全館禁酒・禁煙です。 

� ゴミは各自でお持ち帰りください。 

    

利用登録利用登録利用登録利用登録グループグループグループグループ    になりませんかになりませんかになりませんかになりませんか？？？？    

＜申請条件＞ 

①非営利非営利非営利非営利のののの社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動    や 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた活動活動活動活動    を実施している。 

②市民活動センターや男女共同参画センターの事業や行事に積極的に参加できる。 

③会員数が 5 人以上で代表者及び会員の半数以上が川西市民である。 

＊自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの趣味趣味趣味趣味・・・・教養教養教養教養のためにのためにのためにのために活動活動活動活動しているしているしているしているグルーグルーグルーグループプププはははは対象対象対象対象となりませんとなりませんとなりませんとなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

利用登録利用登録利用登録利用登録グループグループグループグループになるとになるとになるとになると・・・・・・・・・・・・    

� 低額の使用料で会議室・ワーキングルーム・プレイルームが利用できます。 

� 年間を通じて会議室等の使用ができます。（使用許可申請は必要） 

 センターセンターセンターセンター主催事業主催事業主催事業主催事業やややや市事業市事業市事業市事業をををを優先優先優先優先させていたださせていたださせていたださせていただきますきますきますきます。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

� メールボックスが利用できます。 

メールボックスメールボックスメールボックスメールボックスにはにはにはにはセンターセンターセンターセンターやややや他他他他グループグループグループグループからのからのからのからの情報情報情報情報がががが入入入入りますのでりますのでりますのでりますので、、、、グループグループグループグループでででで責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって    

定期的定期的定期的定期的にににに中中中中をををを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

� センターでの情報発信（掲示物やチラシの設置）ができます。 

※ 利用登録せずに情報発信のみ希望される場合は ＜＜＜＜情報登録情報登録情報登録情報登録＞＞＞＞    をしてください。 

∗ 使用希望日は前々月初日から申請できます。 

申請受付は 平日 ９時から２０時まで 

 土・日・祝 ９時から１７時まで 

∗ 定期利用については受付開始月の１５日までに申請してください。 

（申請がなければ他のグループに貸し出しします） 

∗ ４区分１単位として月４単位までが低額で使用できます。 

月４単位を超えて使用する場合、５単位以降の申請は、使用希望日の

前月初日からとなりますが、使用料金は同額です。 

書類提出後承認されると 利用登録グループ 

（承認には 10 日前後かかります。） 

①②③を満たし、 

【利用登録申請書】【活動報告・計画書】【情報受付カード】····（所定の用紙あり） 

【会則】【名簿】 ··········································（所定の用紙はありません） 

以上を提出してください。＜申請は随時受け付けています＞ 



開 館 時開 館 時開 館 時開 館 時 間間間間 

平  日���������������９時から２０時まで 

土・日・祝���������������９時から１７時まで 

 

 

 

休 館休 館休 館休 館 日日日日    

年末年始������������������１２月２９日から１月３日 

定期休館������������������  第４日曜日（定期清掃・定期点検のため） 

 

 

貸出貸出貸出貸出しできるものしできるものしできるものしできるもの（（（（使用使用使用使用希望者希望者希望者希望者はははは事務室事務室事務室事務室までまでまでまで））））    

    

＜＜＜＜地地地地    図図図図＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 川西市市民活動川西市市民活動川西市市民活動川西市市民活動センターセンターセンターセンター    ＴＥＬ ０７２－７５９－１８２６ 

     ＦＡＸ ０７２－７５９－１８９１ 

 

川西市男女共同参画川西市男女共同参画川西市男女共同参画川西市男女共同参画センターセンターセンターセンター    ＴＥＬ ０７２－７５９－１８５６ 

 ＦＡＸ ０７２－７５９－１８９１ 

女性のための相談専用 ＴＥＬ ０７２－７５９－１８５７ 

 

〒６６６－００１５  川西市小花１丁目８－１ 
 

＜ＨＰアドレス＞ http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/ 

＜発 行 日＞ 平成２１年８月 

備 品 名 使用可能場所 

液晶プロジェクター 

ＯＨＣ 

スクリーン 

会議室Ａ 

ピアノ 

タイピン形ワイヤレスマイク 

ハンド形ワイヤレスマイク 

有線マイク 

会議室Ａ・Ｂを一室として 

使用する場合のみ 

ＣＤデッキ 
会議室Ａ・Ｂ 

プレイルーム 

川西能勢口駅東出口南へ 100ｍ 

ＪＲ川西池田駅下車東へ 500ｍ 

詳しくは事務室までお問い合わせください。 

ただし、申請により２２時まで使用可能です。 


